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「微生物検査／一般細菌・薬剤感受性検査」
実施料算定に係るお知らせ

拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
　平素より格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。
　さて、令和2年4月の診療報酬改正に伴い微生物検査の細菌薬剤感受性検査の算定
方法が改定されていますので、別掲の通りご案内させていただきます。
　取り急ぎご案内いたしますので、宜しくご利用の程お願い申し上げます。
 敬具

総合検査案内アプリ
iPhone 用はこちら

総合検査案内アプリ
Android 用はこちら

記

当社はドーピング検査を通じて、
健全なスポーツの発展に貢献します。

〈本社〉〒101－8517	 東京都千代田区内神田1－13－4

	インフォメーション	 TEL.	03－5994－2111

改正内容

● 別掲を参照ください。

対象項目

● 一般細菌検査（薬剤感受性検査）



（新設）：［D019］細菌薬剤感受性検査「4」薬剤耐性菌検出（50点）

　令和2年4月の診療報酬改正により、［D019］細菌薬剤感受性検査に「4」薬剤耐性菌検出が「新設」
されました。

● 新設（薬剤耐性菌検出）された算定備考
・ 細菌薬剤感受性検査は、結果として菌が検出できず実施できなかった場合においては算定しない。
・ 「4」の薬剤耐性菌検出は、基質特異性拡張型β－ラクタマーゼ産生、メタロβ－ラクタマーゼ産生、
AmpC産生等の薬剤耐性因子の有無の確認を行った場合に算定する。

● 改正後の対応
弊社では、2011年より薬剤感受性検査のご依頼に対し、院内感染防止対策上極めて重要な菌で
ある今回指定された菌種のうち下記の2菌種について、検出された場合に以下のコメントにてご報告
しております。
・対象菌種
基質拡張型β－ラクタマーゼ（ESBL）産生菌、メタロβ－ラクタマーゼ（MBL）産生菌
・コメント
『検出菌は、院内感染防止対策上、極めて重要な菌です。』

本対応は薬剤感受性検査の料金内で対応しておりますが、今般の診療報酬改正により実施料の算定
（50点）が可能となりました。
現在、検査システムを変更し報告書上に50点の加算が可能となる旨のコメントを記載するよう本年
10月からの稼動に向けて準備を進めておりますので、整い次第改めてご案内させていただきます。
なお、本改修後は検査に係る費用につきましても別途ご請求させていただきますので、何卒ご理解
を賜りますようお願いいたします。
※ 新設された算定備考では、AmpC産生等の薬剤耐性因子も対象菌種である旨記載されていま
すが、ご報告対象菌種外となりますので、予めご了承ください。

D019　細菌薬剤感受性検査 実施料
1 1菌種 170
2 2菌種 220
3 3菌種以上 280

（新設） 4 薬剤耐性菌検出 50 －
5 抗菌薬併用効果スクリーニング 150 －

● 補足事項
・ 同改正で新設された「5」の抗菌薬併用効果スクリーニングにつきましては、現状受託予定がござい
ません。

（報告書印字例）

一般細菌検査・薬剤感受性検査ご依頼時に
・ 基質拡張型β－ラクタマーゼ（ESBL）産生菌
・ メタロβ－ラクタマーゼ（MBL）産生菌
が検出された場合には左記のコメントを付けて
ご報告しています。

左記コメントが記載された場合、50点の加算が
可能です。

※ 2菌種同定された場合も50点加算となります。


